
一
、
考
証
学
派
研
究
の
視
点
と
本
論
の
課
題

近
世
後
期
、
特
に
化
政
ｌ
天
保
期
に
お
け
る
儒
学
の
動
向
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
と
き
、
考
証
学
派
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
、
と
い
う
問
題
は

避
け
て
通
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
当
時
に
お
い
て
考
証
学
派
が
大
き
な
勢
力
を

持
っ
て
お
り
、
京
都
の
猪
飼
敬
所
や
江
戸
の
松
崎
襟
堂
が
、
頼
山
陽
や
佐
藤
一

（
８
入
）

斎
と
並
ん
で
当
代
儒
学
者
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
学
派
盛
衰
的

関
心
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
横
井
小
楠
や
吉
田
松
陰
と
い
っ
た
幕
末
の
思
想
家

（
２
）

た
ち
の
江
戸
留
学
体
験
の
中
で
の
考
証
学
派
へ
の
高
い
評
価
や
、
明
治
期
に
お

け
る
重
野
安
鐸
ら
に
よ
る
考
証
学
派
継
承
意
識
な
ど
、
後
代
と
の
関
連
性
の
側

面
か
ら
も
、
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
い
。
特
に
、
重
野
安
緤
が
考
証
学
派
の
社

会
的
基
盤
を
「
考
証
家
に
町
人
が
多
い
」
「
都
会
の
書
物
の
多
い
処
に
居
る
散

官
小
吏
、
叉
は
処
士
、
或
は
豪
商
に
考
証
家
が
多
い
」
と
述
べ
て
、
「
都
会
」

の
中
間
層
と
把
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
考
証
学
派
の
学
問
的
性
格
を
近
代
実
証

主
義
的
学
問
Ｉ
世
界
的
普
遍
性
を
持
っ
た
国
民
文
化
の
淵
源
と
位
置
付
け
て
い

（
ｑ
ｊ
）

る
点
な
ど
解
明
す
る
必
要
性
と
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

日
本
考
証
学
派
の
民
衆
観

ｌ
松
崎
廉
堂
の
「
新
民
」
解
釈
と
現
実
認
識
Ｉ

考
証
学
派
の
思
想
史
的
特
質
を
解
明
す
る
に
当
っ
て
は
日
本
に
お
け
る
近
代
思

想
形
成
の
一
環
と
し
て
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。と

こ
ろ
で
、
近
代
思
想
形
成
と
の
関
連
性
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
い
か
な
る

側
面
か
ら
考
察
す
る
か
と
い
う
問
題
が
重
要
な
課
題
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く

る
。
か
っ
て
、
丸
山
真
男
氏
は
先
王
制
作
Ⅱ
作
為
性
に
着
目
し
、
祖
侠
学
に

（
政
治
に
お
け
る
）
近
代
的
思
惟
の
発
芽
を
見
出
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
丸

山
氏
は
氏
が
近
世
後
期
に
お
け
る
作
為
的
制
度
観
の
継
承
者
と
す
る
佐
藤
信
淵

や
海
保
青
陵
を
論
じ
て
、
「
畢
寛
す
る
に
、
か
う
し
た
近
世
末
期
の
一
聯
の
制

度
改
革
論
の
変
革
性
を
制
約
し
た
共
通
の
特
色
は
、
そ
れ
ら
が
い
づ
れ
も
上
か

ら
樹
立
さ
る
べ
き
制
度
で
あ
り
、
庶
民
は
そ
こ
で
な
ん
ら
能
動
的
地
位
を
認
め

ら
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
…
…
そ
こ
に
は
『
人
作
説
』
（
Ｉ
社
会
契

（
４
）

約
説
）
へ
の
進
展
が
全
く
峡
如
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
、
祖
侠
的

作
為
的
制
度
観
か
ら
は
た
だ
ち
に
近
代
市
民
社
会
的
世
界
観
は
生
れ
出
な
か
っ

た
と
そ
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
沮
侠
学
に
お
い
て
は
、
天
賦
の

も
の
と
し
て
民
衆
の
「
性
」
の
中
に
道
徳
性
Ｉ
社
会
編
成
の
原
理
の
内
在
を
否

小

林
幸
夫

一
ハ
ー
ハ



定
し
て
い
る
こ
と
Ｔ
Ⅱ
愚
民
観
）
に
起
因
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
日
本
に
お
い
て
社
会
契
約
説
的
な
思
想
は
見
出
さ
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
社
会
契
約
説
「
的
」
な
思
想
の
端
緒
と
し
て
は
、
す
で
に
幕
末
期
に

書
か
れ
た
加
藤
弘
之
の
『
隣
草
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
明
治
十

年
代
に
高
揚
を
見
せ
た
自
由
民
権
運
動
に
お
い
て
は
、
西
欧
の
社
会
契
約
説
が

受
容
さ
れ
運
動
理
論
と
し
て
盛
ん
に
援
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
近
代
化

過
程
で
早
期
に
社
会
契
約
説
が
受
容
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
自
生
的
な
思
想
の

展
開
の
な
か
に
、
社
会
契
約
説
の
母
体
と
な
る
民
衆
観
の
変
化
を
想
定
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
重
野
安
緯
が
「
都
会
」
の
中
間
層
の
学
問
と
指
摘

し
、
近
代
実
証
主
義
的
学
問
の
淵
源
と
位
置
付
け
て
い
る
考
証
学
派
の
民
衆
観

が
い
か
な
る
特
質
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
思

瑳
局
／
Ｏ

具
体
的
に
は
、
江
戸
在
住
の
考
証
学
者
松
崎
嫌
堂
を
と
り
あ
げ
、
①
ま
ず
、

彼
の
民
衆
観
形
成
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
自
己
体
験
と
自
己
意
識
を
把
握
し
、

②
『
大
学
』
「
新
民
」
の
解
釈
（
原
理
論
）
、
③
百
姓
一
摸
の
中
の
民
衆
の
さ

ま
ざ
ま
な
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
（
状
況
認
識
）
、
そ
し
て

④
彼
の
抱
い
た
理
想
的
民
衆
像
（
理
想
論
）
と
い
う
三
側
面
か
ら
、
そ
の
民
衆

観
の
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

二
、
松
崎
嫌
堂
の
自
己
意
識

ｌ
「
余
も
ま
た
老
農
な
り
」
ｌ

松
崎
樵
堂
（
字
は
復
・
明
復
、
通
称
は
退
蔵
）
は
、
化
政
Ｉ
天
保
期
の
江
戸

に
お
い
て
狩
谷
椛
斎
・
市
野
迷
庵
と
な
ら
び
称
さ
れ
た
考
証
学
派
の
巨
頭
で
あ

る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
学
問
生
活
の
当
初
か
ら
考
証
学
の
立
場
を
と
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
。
彼
が
考
証
学
に
傾
斜
し
た
の
は
、
掛
川
藩
を
致
仕
し
た
文
化

十
二
年
前
後
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
朱
子
学
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
そ

し
て
考
証
学
的
立
場
を
明
確
に
自
覚
化
し
た
天
保
初
年
以
降
朱
子
学
の
問
題
点

に
つ
い
て
の
批
判
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
樵
堂
の
民
衆
観
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
民
衆
観
の
前

提
と
な
る
嫌
堂
の
自
己
意
識
と
そ
の
形
成
過
程
を
見
て
お
き
た
い
。

樵
堂
は
、
明
和
八
年
に
生
れ
、
寛
政
二
年
大
学
頭
林
簡
順
に
入
門
し
昌
平
費

で
学
び
儒
学
者
と
な
っ
た
。
僚
堂
は
林
家
入
門
後
ま
も
な
く
始
ま
っ
た
寛
政
異

学
の
禁
の
中
で
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
林
述
斎
（
熊
蔵
）
・
佐
藤
一
斎
（
捨
蔵
）

と
と
も
に
林
門
三
蔵
と
並
び
称
さ
れ
た
。
寛
政
四
’
五
年
に
書
い
た
と
推
測
さ

（
Ｅ
Ｊ
）

れ
る
「
昌
平
学
院
試
策
一
道
」
は
寛
政
異
学
の
禁
の
正
当
性
を
論
じ
た
も
の

り

二
々
ピ

ヲ
ニ
メ
ン
ト

ヲ
シ
テ

で
、
「
今
国
家
依
二
祖
宗
之
旧
制
一
益
崇
二
仁
義
之
洪
道
一
、
将
レ
使
三
斯
民
之
文
末
、

セ
ヲ

ニ
タ
ニ
シ
ヲ
メ
テ
ヲ

シ
卜

帰
二
之
国
初
之
敦
朴
一
。
新
下
二
明
令
一
、
褒
二
吾
道
一
寺
Ⅱ
朱
子
学
）
為
二
正
学
一
、

メ
テ
ノ
ヲ

ス
ト

（
マ
マ
）
キ
テ
レ
バ

睡
二
彼
徒
一
今
Ｉ
仁
斎
柤
擁
之
徒
）
為
二
異
学
一
」
「
（
仁
斎
祖
棟
来
之
徒
）
退
省
ニ

ノ
ヲ
チ
ハ
ン
ゼ
一
一
”
し
二
〈
フ
、
一
ケ
パ
ノ
ヲ
チ

其
私
一
、
則
行
義
疏
二
子
郷
曲
一
孝
弟
衰
二
於
父
兄
一
。
聞
二
其
言
一
則
君
子
也
、

レ
バ
ノ
ヲ
チ
ン
ゾ
レ
ル
コ
ト
ノ
は
る
カ
ナ
ル
チ
レ
ハ
ダ
ハ
シ
ヲ
ミ

見
二
其
人
一
則
小
人
也
・
何
其
内
外
相
背
之
廻
也
・
…
．
：
則
彼
但
惑
レ
世
営
レ

ヲ
ミ
ヲ
ル
ノ
ヲ
ダ
ル
の
み
レ
ニ
ナ
ラ
ン
ヤ

私
、
好
し
奇
釣
し
名
之
徒
耳
。
此
豈
聖
人
之
道
乎
哉
。
」
と
述
べ
て
、
寛
政
異
学

の
禁
を
主
導
し
た
朱
子
学
正
学
派
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
榛
堂

は
、
聖
人
の
道
は
「
行
義
」
「
孝
弟
」
を
重
ん
じ
る
君
子
Ｉ
為
政
者
た
る
士
大

夫
の
学
で
あ
る
と
す
る
。

樵
堂
は
享
和
二
年
二
月
に
、
寛
政
の
遣
老
の
一
人
で
あ
る
老
中
太
田
資
愛

（
遠
江
掛
川
藩
、
五
万
石
）
に
聰
せ
ら
れ
、
文
化
三
年
に
は
藩
校
徳
造
書
院
創

設
と
同
時
に
教
授
と
な
り
、
藩
士
の
教
育
に
当
っ
た
。
棟
堂
は
、
藩
校
教
育
の

六
七



目
的
を
、
「
治
人
ノ
道
」
を
家
臣
団
に
教
育
し
、
「
御
上
ノ
御
務
ヲ
ワ
カ
チ
ァ
タ

（
虞
Ｕ
）

へ
、
御
上
ニ
カ
ワ
リ
テ
公
儀
ノ
御
政
事
ヲ
守
り
行
」
な
う
封
建
官
僚
養
成
に
あ

る
と
考
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
藩
士
た
ち
は
樵
堂
の
為
政
者
観
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
藩
の
「
老
臣
以
下
ノ
諸
有
司
」
Ｉ
藩
上
層
部
は
、
「
鶏
ノ
卵

ヲ
見
テ
、
夜
ノ
時
ヲ
ツ
ク
ル
ヲ
待
シ
ョ
ウ
’
一
、
素
読
修
行
シ
タ
リ
ト
モ
風
教
ノ

益
モ
ナ
シ
・
」
と
し
て
、
凍
堂
の
教
育
を
無
益
無
用
で
あ
る
と
み
な
し
、
「
唯
、

上
一
一
テ
御
世
話
ノ
事
ナ
レ
バ
、
一
ヶ
月
一
二
両
度
出
席
シ
テ
帳
前
サ
ヘ
ア
レ
バ

ョ
シ
卜
支
配
下
二
令
ス
ル
」
と
い
っ
た
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
の
姿
勢
を
と
っ
た
。
ま

た
藩
士
た
ち
も
、
「
酒
食
勝
山
ノ
子
共
遊
ト
ハ
違
上
、
面
白
味
モ
イ
マ
ダ
ヲ
コ

ラ
」
ず
、
そ
の
上
、
「
学
問
シ
テ
モ
賞
セ
ラ
ル
ル
事
モ
ナ
ク
、
学
問
セ
ズ
圧
罰

セ
ラ
ル
ル
事
モ
ナ
シ
。
サ
ス
レ
ハ
、
骨
折
ダ
ヶ
ガ
無
益
ナ
リ
」
と
「
自
ト
僻
リ

（
７
）

嫌
う
様
一
一
ナ
リ
」
藩
校
教
育
は
充
分
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
。
棟
堂
は
こ
の
よ
う
な
藩
士
た
ち
に
、

御
家
ニ
ア
レ
バ
コ
ソ
位
牌
知
行
ト
ャ
ラ
ン
ニ
テ
、
子
共
遊
一
一
テ
長
ノ
月
日

ヲ
徒
二
潰
ス
事
モ
出
来
侍
へ
圧
、
万
一
御
家
ヲ
離
レ
タ
ラ
ン
’
三
、
何
力

（
８
）

〈
致
テ
飢
渇
ヲ
免
レ
ン
ャ
。

と
述
べ
て
、
学
問
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
が
、
む
し
ろ
彼
ら
藩
士
た
ち
は
、

「
位
牌
知
行
」
Ｉ
世
襲
の
家
禄
に
安
住
し
、
酒
食
勝
山
の
「
子
共
遊
ニ
テ
長
ノ

月
日
ヲ
徒
二
潰
ス
」
無
為
逸
楽
の
生
活
こ
そ
が
、
支
配
身
分
と
し
て
の
武
士
の

特
権
と
考
え
た
。

樵
堂
は
、
文
化
八
年
の
朝
鮮
通
信
使
応
接
の
随
員
と
し
て
対
馬
に
赴
き
朝
鮮

の
学
士
李
菊
隠
と
お
互
い
の
国
の
学
制
・
人
材
登
用
に
つ
い
て
筆
語
を
交
し
て

（
ｎ
ソ
）

い
る
。
そ
の
中
で
、
李
菊
隠
が
朝
鮮
に
お
け
る
科
挙
制
度
に
つ
い
て
、
「
本
国

テ
ヲ
リ
ヲ
テ
ヲ
ル
ヲ
ヲ
上
ス
ト
テ

以
二
周
礼
三
年
一
大
比
之
法
一
取
二
二
百
一
、
以
二
経
義
一
取
レ
之
日
二
生
員
一
、
以
二
詩

ヲ
ル
ヲ
ヲ
フ
ト
ノ
ス
ル
ニ
ラ
ノ
ク
ナ
ル
ヤ
ヲ
シ
テ
リ
テ

賦
一
取
レ
之
日
二
進
士
一
。
進
士
散
。
在
八
路
一
者
不
吟
知
二
其
幾
一
。
而
在
二
於
太

二
ス
ル
ナ
リ

学
一
絃
諦
者
五
百
余
人
」
と
述
べ
て
、
科
挙
に
よ
る
人
材
登
用
が
盛
ん
に
行
わ

シ
プ
ン
ナ
リ
ト
キ
ハ
ノ

れ
て
い
る
様
子
を
述
べ
た
の
に
対
し
、
樵
堂
は
「
可
レ
謂
レ
盛
芙
。
加
二
敞
邦
一

シ

ョ
リ
ル
マ
デ
ニ
ナ
リ
ダ
ル
バ
ー

無
二
生
員
進
士
之
名
一
。
諸
侯
下
至
二
陪
臣
一
一
切
世
襲
。
・
・
・
：
．
特
不
レ
及
二
草
沢
一

耳
・
」
と
述
べ
て
、
日
本
に
お
い
て
は
「
諸
侯
よ
り
下
陪
臣
に
至
る
ま
で
一
切

ノ

ハ
タ
テ

世
襲
」
と
歎
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
李
菊
隠
が
「
貴
国
仕
直
之
路
、
亦
以
二
科

ヲ
ス
八
ク
ヒ
テ
ヲ

ス
ル
ヲ

目
一
出
身
耶
ば
雀
用
二
世
痕
一
而
領
引
襲
之
一
平
。
」
と
問
う
た
の
に
対
し
て
、
樵

ヲ
ダ
ナ
リ

堂
は
た
だ
「
然
奇
材
異
能
在
二
草
沢
一
者
、
時
得
二
薦
抜
一
。
特
異
数
也
。
」
と
だ

け
答
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
現
実
の
支
配
身
分
と
し
て
の
武
士
と
、
儒
学
的
な
為
政
者
理
念

で
あ
る
士
大
夫
と
の
棚
鮎
・
乖
離
を
慌
堂
は
痛
切
に
認
識
し
た
。
樵
堂
の
目
に

映
っ
た
武
士
た
ち
は
、
た
と
え
「
庸
劣
に
し
て
取
る
と
こ
ろ
な
き
者
」
で
あ
っ

て
も
、
．
切
世
襲
」
の
身
分
・
家
禄
に
よ
っ
て
「
老
死
す
る
ま
で
飽
暖
」
で

き
る
特
権
に
安
住
し
酒
食
勝
山
の
「
子
共
遊
ニ
テ
長
ノ
月
日
ヲ
徒
二
潰
」
し
て

い
る
者
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
藩
士
た
ち
に
対
し
て
、
様
堂
は
次
の
よ
う
に
絶
望
を
表
明
し
て

い
る
。

御
領
内
ノ
百
姓
…
明
テ
モ
暮
テ
モ
働
ト
ヲ
シ
ニ
働
ク
ュ
ヘ
、
何
国
一
三
キ

テ
モ
鉗
銚
ヲ
持
テ
百
姓
ノ
ー
分
〈
出
来
侍
フ
ュ
ヘ
、
治
於
人
者
養
人
ノ
道

一
ス
ッ
レ
タ
ル
人
ナ
シ
。
今
士
大
夫
タ
ル
モ
ノ
：
．
所
謂
養
於
人
者
治
人
ノ

（
、
）

義
ヲ
失
う
、
故
一
一
何
モ
シ
ラ
ヌ
百
姓
一
三
劣
リ
ハ
テ
タ
ル
人
ノ
ミ
多
シ
。

こ
う
し
て
嫌
堂
は
「
劣
リ
ハ
テ
タ
ル
人
ノ
ミ
多
」
い
掛
川
藩
に
絶
望
し
、
文

化
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
に
、
四
十
四
歳
と
い
う
若
さ
で
致
仕
し
た
。

六
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僚
堂
は
致
仕
後
江
戸
西
郊
の
羽
沢
村
に
屋
敷
を
買
い
、
そ
こ
に
石
経
山
房
と

名
付
け
た
家
塾
を
営
ん
だ
。
郊
外
の
住
宅
地
で
宅
地
が
広
い
せ
い
も
あ
っ
て
、

庭
に
大
根
な
ど
の
野
菜
や
果
樹
を
植
え
て
下
僕
に
作
ら
せ
、
又
自
ら
も
耕
作
収

キ
ニ
ム
ノ

穫
に
従
事
し
て
お
り
、
ま
た
「
夜
赴
二
名
主
治
左
衛
門
宅
一
、
納
二
本
年
税
一
両

ヲ
（
皿
）
や
メ
テ
ヲ
ノ

ー
分
二
銑
十
四
文
一
」
と
い
っ
た
よ
う
に
年
貢
を
納
め
、
「
体
し
官
十
有
一
年
春

リ
ク
ム

ノ

サ
ハ
シ
リ
テ
タ
ナ
リ
（
皿
）

来
住
雲
林
両
度
春
不
し
記
漢
家
新
暦
日
田
租
輸
詑
歳
華
新
」
と
詠
ず
る
な
ど
、

支
配
身
分
た
る
武
士
の
立
場
か
ら
離
れ
、
隠
遁
・
帰
農
の
自
己
意
識
を
持
っ
て

い
る
。

彼
は
天
保
五
年
六
月
二
日
に
、

ハ
ム
ヲ
ヘ
ラ
ク
ラ
ズ
ル
セ
ト
モ

大
火
地
火
農
家
忌
二
下
種
移
栽
一
。
云
必
不
二
生
活
一
也
。
余
（
１
棟
堂
）

夕
ナ
リ
カ
ラ
ル
ヲ
（
咽
）

亦
老
農
。
不
し
可
ｒ
不
し
知
。

と
述
べ
て
、
自
己
を
「
老
農
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
天
保
飢
鐘
の
中

（
皿
）

で
、
「
麦
の
熟
す
る
こ
と
期
す
べ
し
、
老
農
の
喜
び
、
豈
涯
あ
ら
ん
や
」
．
雨

（
咽
）

を
得
る
こ
と
、
老
農
の
大
願
な
り
」
「
終
雨
な
り
、
枕
上
に
湘
瀝
た
り
。
老
農

（
妬
）

の
喜
び
知
る
べ
し
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
老
農
」
の
立
場
か
ら
天
候
回
復
を

キ
コ
ト
シ
ノ

ク
ノ

願
い
収
穫
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
晴
、
熟
如
レ
昨
・
時
々
聞
二
祈
雨
鼓

ヲ
声
一
」
と
、
羽
沢
村
の
村
人
た
ち
の
雨
乞
い
の
声
を
聞
け
ば
、
翌
々
日
自
ら
も

ノ

ス
二
（
面
）

「
是
日
、
村
社
祈
引
雨
氷
川
祀
一
」
と
、
羽
沢
村
の
鎮
守
で
あ
る
氷
川
神
社
に

雨
乞
い
に
出
掛
け
て
い
る
よ
う
に
生
活
に
密
着
し
た
意
識
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
老
農
」
と
い
う
意
識
は
、
天
保
期
に
お
け
る

民
衆
観
形
成
の
原
点
で
あ
り
、
天
保
大
飢
謹
で
揺
れ
る
社
会
・
民
衆
を
見
る
嫌

堂
の
視
座
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
（
「
老
農
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い

て
は
後
章
で
考
察
す
る
。
）

前
章
に
お
い
て
松
崎
嫌
堂
が
「
老
農
」
と
自
己
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
述

べ
た
。
樵
堂
は
「
老
農
」
の
視
座
か
ら
『
大
学
章
句
』
の
解
釈
を
し
、
天
保
初

（
旧
）

年
に
「
明
徳
」
「
新
民
」
の
新
解
釈
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

本
章
で
は
、
慶
応
義
塾
大
学
付
属
研
究
所
斯
道
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
松

崎
樵
堂
自
筆
書
入
れ
本
『
大
学
章
句
』
を
素
材
と
し
て
、
彼
の
「
新
民
」
解
釈

の
特
質
を
見
て
み
た
い
。

こ
の
書
入
れ
本
は
本
文
の
大
尾
に
、
嫌
堂
が
自
記
し
て
い
る
講
義
メ
モ
に
よ

る
な
ら
ば
、
天
保
元
年
か
ら
十
三
年
の
間
に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
き
入
れ
は
、
様
堂
が
考
証
学
の
立
場
を

（
四
）

自
覚
化
し
、
『
唐
開
成
石
経
十
三
経
』
縮
刻
を
行
っ
た
時
期
に
お
け
る
彼
の

「
新
民
」
解
釈
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
伝
二
章
は
、
『
大
学
章
句
』
全
体
の
中
で

、
、

も
問
題
と
さ
れ
る
個
所
で
あ
る
。
島
田
虐
次
氏
は
、
「
本
章
は
『
民
を
新
に
す

る
』
を
釈
す
る
と
い
う
の
に
、
こ
の
条
が
、
徹
頭
徹
尾
、
自
ら
新
に
す
る
こ
と

（
”
）

の
み
を
い
っ
て
い
る
の
は
、
不
審
と
い
え
ば
不
審
で
あ
る
。
」
（
傍
点
、
原
文
）

と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
『
大
学
章
句
』
経
文
と
も
差
互
を
生
じ
、
「
新
民
」
の

主
体
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
に
よ
っ
て
、
見
解
の
わ
か
れ
る
部
分
で
あ

る
。

本
章
で
は
朱
子
学
・
祖
侠
学
の
「
新
民
」
解
釈
と
樵
堂
の
「
新
民
」
解
釈
を

対
比
さ
せ
、
そ
の
特
質
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。、

、
、
、
、
、
、
、

『
大
学
章
句
』
伝
二
章
の
朱
烹
の
注
は
「
其
の
自
ら
新
た
に
な
る
民
を
振
起

三
、
『
大
学
章
句
』
伝
二
章
「
新
民
」
の
解
釈

Ｉ
「
民
は
自
ら
新
た
に
な
る
」
Ｉ

六
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、
、
、

す
る
」
と
い
い
、
「
（
文
王
が
）
能
く
其
の
徳
を
新
た
に
し
、
以
っ
て
民
に
及

、
、
（
皿
）

ぽ
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
新
民
」
の
行
為
の
主
体
に
つ
い
て
は
暖
昧
さ
を
残

し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
大
学
章
句
」
経
文
の
朱
烹
の
注
は
、

ト
ハ
ム
ル
ノ
ノ
ヲ
ナ
リ
フ
『
一
コ
ロ
ハ
ニ
ラ
カ
ニ
シ
ノ
ヲ
ニ
シ
テ
テ
ポ
シ

新
者
革
二
其
旧
一
之
謂
也
。
言
既
自
明
二
其
明
徳
一
、
叉
当
推
以
及
レ

ニ
ム
ヲ
シ
テ
傷
．
“
ラ
テ
ル
コ
ト
ノ

ヲ
（
犯
）
シ

人
、
使
四
之
亦
有
三
以
去
二
其
旧
染
之
汚
一
也
。

と
あ
り
、
「
新
民
」
は
、
「
既
に
自
ら
其
の
明
徳
を
明
ら
か
に
し
た
」
人
物
に
よ

っ
て
、
「
推
し
て
以
っ
て
人
に
及
ぼ
す
」
行
為
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
大
学
或
問
』
の
中
に
は
、
「
斉
家
治
国
平
天
下
者
、
新
民
之
事
也
。
：
：
：
所

カ
ニ
ス
ル
ヲ
二
ハ
ブ
カ
ニ
シ
ノ
ヲ
シ
テ
シ
テ
テ
タ
ニ
シ
ヲ
ム
ル

謂
明
二
明
徳
於
天
下
一
者
、
自
明
二
其
明
徳
一
而
推
以
新
レ
民
、
使
四
天
下
之

ヲ
シ
テ
ラ
テ
カ
ニ
ス
ル
コ
ト
ノ
ヲ
（
”
）

人
皆
有
三
以
明
二
其
明
徳
一
也
。
」
と
あ
り
、
「
新
民
」
を
斉
家
・
治
国
・

平
天
下
Ｉ
為
政
の
こ
と
と
す
る
。

ハ
チ
二

ま
た
、
為
政
の
担
い
手
に
つ
い
て
は
、
「
大
学
之
教
、
乃
為
三
天
子
之
元
子
衆

、
卜
ノ

ク
ン
Ⅷ
リ
ー
テ

子
、
公
侯
卿
大
夫
士
之
適
子
、
与
二
国
之
俊
選
一
而
設
。
是
皆
将
有
二
天
下
国
家

ル
カ
ラ
ス
ナ
リ
（
別
）

之
責
一
而
不
レ
可
レ
辞
者
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
朱
篶
は
「
新
民
」
Ｉ
為
政
は
「
天

子
・
諸
侯
」
の
な
す
べ
き
こ
と
で
「
卿
大
夫
以
下
」
は
関
与
す
べ
き
こ
と
で
は

な
い
と
い
う
考
え
を
否
定
し
て
、
「
天
子
の
元
子
・
衆
子
・
公
侯
卿
大
夫
士
の

適
子
、
国
の
俊
選
」
す
な
わ
ち
、
「
天
下
国
家
の
責
有
る
」
人
々
Ｉ
士
大
夫
層

以
上
で
あ
る
と
す
る
。
朱
子
の
主
張
の
眼
目
は
、
「
天
子
・
諸
侯
」
の
承
で
な

、
、
、
、

く
、
士
大
夫
も
「
新
民
」
Ｉ
為
政
の
担
い
手
・
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
こ
れ
は
、
朱
子
学
が
宋
代
の
士
大
夫
層
の
学
で
あ
り
、
科
挙
に
よ
っ
て
立

身
す
る
地
主
官
僚
層
を
そ
の
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

朱
喜
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
ふ
ま
え
て
、
山
崎
闇
斎
は
「
新
民
〈
治
人
ノ
コ

（
お
）

卜
」
と
し
、
そ
の
担
い
手
は
士
大
夫
（
日
本
の
現
実
に
お
い
て
は
武
士
身
分
）

Ⅱ
為
政
者
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
自
新
之
民
」
を
解
釈
し
て
、

鼓
舞
シ
テ
上
ヨ
リ
政
教
法
令
ヲ
ナ
ス
。
是
民
ヲ
新
一
一
ス
ル
上
ノ
為
様
也
。

然
ル
’
一
鼓
舞
シ
テ
作
興
ス
ル
〈
、
誰
力
其
教
ニ
タ
ガ
〈
ン
ャ
。
サ
レ
ド

モ
、
民
モ
亦
自
新
一
一
ス
ル
デ
ナ
ヶ
レ
バ
、
只
イ
カ
’
一
上
カ
ラ
ノ
鼓
舞
ノ
教

（
邪
）

ガ
有
テ
モ
ナ
ラ
ヌ
ゾ
・

と
の
べ
て
、
「
上
カ
ラ
ノ
鼓
舞
ノ
教
」
・
「
政
教
法
令
」
に
対
し
て
、
「
教
ニ
タ
ガ

ご
ざ
る
柔
順
な
「
民
」
を
「
自
新
之
民
」
と
と
ら
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
朱
子
学
に
異
を
と
な
え
、
聖
人
の
礼
楽
制
度
Ⅱ
道
の
制
作
を
儒

学
の
根
幹
に
す
え
た
荻
生
祖
侠
は
、
ど
の
よ
う
な
「
新
民
」
解
釈
を
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。

孟
子
に
学
校
之
事
を
説
候
次
に
、
人
倫
明
於
上
庶
民
親
於
下
と
有
之
候
。

然
れ
ば
親
民
は
新
民
と
不
改
が
よ
く
候
。
殊
に
新
民
之
文
字
は
、
書
経
之

面
革
命
の
事
に
候
。
大
学
之
教
は
平
日
之
事
に
候
。
是
等
之
所
齪
鋸
甚
敷

へ
〃
）

候
。

祖
裸
に
お
い
て
は
、
「
新
民
」
は
「
人
倫
上
に
明
ら
か
に
し
て
庶
民
下
に
親

し
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
親
民
は
新
民
と
不
改
が
よ
く
候
」
と
「
親
民
」
と

解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
大
学
』
伝
二
章
の
「
新
民
」
は
、
「
親
民
」
と
は
別メ

も
の
で
、
易
姓
革
命
時
に
お
け
る
先
王
の
制
作
の
意
味
で
あ
る
と
し
て
、
「
革
ニ

ヲ
ル
ヲ

ヒ
ノ
ヲ
テ
タ
ニ
ヲ

正
朔
一
、
作
二
制
度
一
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
洗
二
其
旧
俗
一
以
新
し
之
（
Ｉ
民
）
」
す

（
犯
）

る
上
か
ら
の
や
り
か
た
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
朱
葺
や
山
崎
闇

斎
に
お
い
て
、
民
衆
に
「
自
新
之
機
」
「
民
モ
亦
自
新
ニ
ス
ル
」
Ⅱ
主
体
的
自

シ
フ
ヒ
ゴ
Ｄ
ｒ
Ｇ
ｒ

カ
ラ
フ
（
”
）

己
変
革
の
可
能
性
を
容
認
す
る
こ
と
を
、
「
可
レ
謂
鯵
強
美
、
不
し
可
レ
従
焉
。
」

と
全
く
認
め
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
親
民
」
「
新
民
」
解
釈
を
す
る
荻
生
祖
棟
の
民
衆
観
は
、
「
民

（
犯
）

〈
愚
ナ
ル
者
ニ
テ
、
後
ノ
料
簡
ナ
キ
者
也
」
「
百
姓
〈
愚
カ
ナ
ル
者
ニ
テ
、
所

七
○



（
皿
）

ニ
テ
前
ヨ
リ
仕
来
ラ
ザ
ル
事
ヲ
パ
、
サ
リ
ト
ハ
セ
ヌ
物
也
」
「
新
薦
被
リ
ト
言

〈
、
多
ク
ハ
田
舎
ノ
百
姓
ノ
箸
付
、
耕
作
ノ
骨
折
業
ヲ
嫌
上
、
雑
穀
ヲ
食
ル
コ

ト
ヲ
キ
ラ
フ
テ
、
御
城
下
奉
公
二
来
リ
、
：
：
：
何
レ
モ
身
ノ
勤
悪
キ
ョ
リ
成
タ

レ
ド
モ
、
元
来
愚
ナ
ル
者
ノ
其
慎
ミ
悪
キ
ト
言
ウ
モ
、
世
間
ノ
風
俗
二
連
テ
ノ

コ
ト
’
一
テ
・
・
・
：
・
世
モ
詰
リ
タ
ル
中
ヨ
リ
出
来
ル
事
ナ
レ
バ
、
畢
寛
上
ノ
省
ト
言

（
犯
）

・
へ
シ
」
「
扱
又
田
舎
ノ
締
リ
ナ
ク
ナ
リ
タ
ル
、
ヨ
リ
甚
悪
シ
◎
田
舎
〈
在
々
二

武
家
満
々
タ
レ
バ
、
百
姓
モ
我
儘
ナ
ラ
ズ
。
百
年
以
来
地
頭
知
行
所
二
不
住

（
調
）

故
、
頭
ヲ
押
ユ
ル
者
無
テ
、
殊
ノ
外
二
我
儘
二
成
タ
リ
」
と
の
べ
て
、
民
・
百

姓
は
「
愚
ナ
ル
者
」
「
元
来
愚
ナ
ル
者
」
「
我
儘
」
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

ヲ
（
》
◎

こ
の
よ
う
な
愚
民
観
に
た
っ
て
、
祖
棟
は
「
大
学
は
庶
人
之
悉
学
ぶ
事
と
不

被
申
候
」
と
、
大
学
Ｉ
為
政
の
学
か
ら
庶
人
Ｉ
民
衆
を
遮
断
し
、
ま
た
、
た
と

え
民
衆
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
「
畢
寛
上
ノ
答
ト
言
。
へ
シ
」
で
あ
る
と
し

て
、
民
衆
は
人
格
す
ら
問
わ
れ
な
い
存
在
今
Ⅱ
徹
底
的
な
政
治
的
客
体
）
と
み

な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
柤
侠
学
に
お
い
て
は
、
「
新
民
」
・
「
親
民
」
は
上
か
ら
の
為
政

者
に
よ
る
行
為
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
朱
子
学
に
お
い
て
、
暖
昧
で
あ
る
が
あ

る
程
度
問
題
に
さ
れ
て
い
た
民
衆
の
主
体
的
自
己
変
革
の
可
能
性
の
問
題
は
ま

っ
た
く
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

第
一
章
で
、
丸
山
真
男
氏
が
祖
侠
学
的
思
惟
の
展
開
か
ら
は
社
会
契
約
説
が

生
れ
な
か
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
事
を
述
べ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
祖
侠

に
お
い
て
は
、
徹
底
し
た
愚
民
観
と
上
か
ら
の
変
革
と
い
う
視
点
し
か
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
（
暖
昧
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
積
極
的
評

価
が
な
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
）
民
衆
の
自
己
変
革
の
契
機
と
い
う
視
点

（
弧
）

が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
島
田
虐
次
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
朱
子
学
に

お
い
て
は
「
自
他
統
一
の
原
理
」
が
な
く
、
政
治
行
為
に
よ
っ
て
民
衆
に
働
き

か
け
る
根
拠
が
明
確
で
な
い
と
い
う
朱
子
学
の
も
つ
特
性
（
為
政
論
と
し
て
の

欠
陥
）
に
由
来
す
る
。
（
陽
明
学
や
沮
棟
学
に
お
い
て
「
新
民
」
を
「
親
民
」

と
解
釈
す
る
の
は
、
こ
の
「
働
き
か
け
」
の
原
理
を
導
こ
う
と
す
る
理
由
に
よ

る
。
）
換
言
す
る
な
ら
ば
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
特
性
か
ら
、
民
衆
に

自
己
変
革
の
契
機
を
内
在
さ
せ
な
け
れ
ば
為
政
論
と
し
て
は
完
結
し
え
な
い
。

上
述
し
た
山
崎
闇
斎
の
解
釈
は
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見

て
く
る
と
、
社
会
契
約
説
思
考
は
、
沮
侠
学
的
展
開
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ

朱
子
学
的
基
盤
の
上
に
、
そ
の
「
自
然
」
性
の
内
容
転
換
・
発
展
の
方
向
で
見

出
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
本
論
で
と
り
あ
げ
た
松
崎
慌
堂
の
「
新
民
」
解
釈
は

「
民
は
自
ら
新
た
に
な
る
」
を
「
新
民
」
の
軸
に
据
え
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
嫌
堂
は
考
証
学
に
転
じ
て
か
ら

（
妬
）

も
自
己
の
学
問
を
「
朱
子
晩
年
之
学
」
の
正
統
な
継
承
と
意
識
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
自
ら
新
た
に
な
る
こ
と
を
徹
底
・
拡
大
す
る
こ
と
の
中
に
、
「
新
民
」

の
解
釈
を
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
「
或
問
（
『
大
学
或
問
』
）
二
自
新
ノ
至
レ
ル

（
妬
）

〈
、
新
民
ノ
端
ナ
リ
ト
謂
フ
、
是
ナ
リ
。
」
と
い
う
。

そ
れ
で
は
樵
堂
は
「
新
民
」
の
主
体
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

〈
ク
ハ
ス
ノ
ヲ
ナ
リ
ハ
ス
ノ
ヲ
ナ
リ
ト

黄
氏
日
、
井
田
学
校
作
し
之
之
具
、
労
来
匡
直
作
し
之
之
術
。
愚
（
１
棟
堂
）

ヘ
ラ
ク
ノ
ハ
チ
ナ
リ
ラ
タ
ニ
ナ
リ
テ
リ
テ
ト
ス

云
、
其
本
則
自
新
也
。
自
新
而
後
、
有
二
具
与
戸
術
而
出
焉
。
或
問
下
Ⅱ

ピ
ハ
テ
ス
ス
ト
二

『
大
学
或
問
』
）
及
書
伝
令
Ｉ
察
沈
『
書
経
集
伝
』
）
皆
以
為
し
作
し
新
二
千

ヲ
ダ
ニ

テ
ス

ト
シ
ダ

民
一
・
惟
此
（
Ｉ
『
大
学
章
句
』
伝
二
章
）
以
為
二
自
新
之
民
一
。
蓋
亦
晩

七
一



（
”
）

年
改
定
之
説
也
。

僚
堂
は
、
「
民
ヲ
新
タ
ニ
ス
ル
」
で
は
な
く
、
「
自
ラ
新
ラ
タ
’
一
ナ
ル
ノ
民
」

が
根
本
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
其
ノ
本
〈
則
チ
自
新
ナ
リ
」
の
主
語
を

為
政
者
で
は
な
く
、
民
衆
の
こ
と
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
井
田
・
学
校
」
と
い
っ
た
「
具
」
や
、
「
労
来
・
匡
直
」

（
ね
ぎ
ら
い
や
は
げ
ま
し
悪
を
正
す
こ
と
）
と
い
っ
た
「
術
」
、
す
な
わ
ち
「
政

教
法
令
」
は
、
民
衆
が
「
自
ラ
新
ラ
タ
ニ
ナ
リ
テ
後
」
の
こ
と
、
補
足
的
な
い

し
は
附
随
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
「
復
（
Ｉ
樵
堂
の
字
）
按
ズ

（
羽
・
》

ル
ー
、
作
新
〈
新
民
ノ
事
ナ
リ
、
維
新
〈
新
民
ノ
極
ナ
リ
・
」
と
の
べ
て
、
「
自

ラ
新
タ
ニ
ナ
ル
民
」
を
「
維
新
」
Ⅱ
政
治
変
革
の
基
盤
に
据
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
僚
堂
は
「
自
ラ
新
タ
’
一
ナ
ル
民
」
を
為
政
論
の
要
に
置
く
。

そ
れ
は
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
為
政
者
た
る
べ
き
武
士
と
は
現
実
に
は
．
切

世
襲
」
の
身
分
・
家
禄
に
安
住
し
、
「
酒
食
勝
山
ノ
子
共
遊
」
を
こ
と
と
す
る

「
劣
リ
ハ
テ
タ
ル
人
」
で
あ
っ
て
、
彼
ら
武
士
よ
り
は
、
「
明
テ
モ
暮
テ
モ
働

ト
ヲ
シ
ニ
働
」
き
「
百
姓
の
一
分
は
出
来
」
「
道
に
は
つ
れ
た
る
人
な
」
い
百

姓
に
、
変
革
の
担
い
手
を
見
出
し
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
自
ら
を

「
老
農
」
と
意
識
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
百
姓
の
指
導
者
た
ら
ん
と
す
る
た

め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
で
は
様
堂
は
「
自
ラ
新
タ
’
一
ナ
ル
民
」
の
具
体
像
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
次
章
以
降
に
お
い
て
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

四
、
一
摸
の
中
の
民
衆
と
理
想
的
民
衆
像

Ｉ
「
非
民
」
と
「
驍
勇
の
民
」
ｌ

前
章
で
、
天
保
期
に
お
け
る
僚
堂
の
「
新
民
」
解
釈
を
見
た
が
、
そ
れ
は
、

資
料
は
青
木
虹
二
『
百
姓
一
摸
総
合
年
表
』
に
よ
る

ま
た
百
姓
一
摸
が
大
規
模
化
し
、
世
直
し
一
撲
的
な
性
格
が
は
っ
き
り
と
出

（
い
）

て
き
た
時
期
で
も
あ
る
。
天
保
二
年
七
月
’
八
月
の
防
長
大
一
摸
は
、
参
加
者

一
○
万
人
、
打
殼
さ
れ
た
富
家
宅
七
四
一
戸
で
あ
っ
た
。
ま
た
天
保
七
年
八
月

の
甲
斐
国
郡
内
騒
動
は
、
参
加
者
三
万
数
千
人
、
打
設
さ
れ
た
穀
屋
・
富
家
は

五
○
○
戸
で
あ
っ
た
。
本
章
で
と
り
あ
げ
る
天
保
四
年
九
月
の
播
州
一
摸
は
、

（
似
）

参
加
者
七
千
人
、
打
段
さ
れ
た
穀
屋
・
富
家
は
一
六
○
戸
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
飢
鐘
と
一
摸
に
揺
れ
る
騒
擾
た
る
社
会
環
境
の
中
で
、
松
崎
僚

堂
は
民
衆
の
主
体
性
を
軸
と
す
る
「
新
民
」
解
釈
を
打
ち
出
し
た
。

七
二

「
民
」
を
主
語
と
し
て
、
主
体
と
し
て
徹
底
す
る
方
向
で
な
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
は
、
天
保
の
大
飢
鐘
と
百
姓
一
摸
・
打
段
し
の
激
化
し
た

時
期
で
も
あ
る
。
青
木
虹
二
氏
の
『
百
姓
一
摸
総
合
年
表
』
に
よ
っ
て
そ
の
よ

（
調
）

う
す
を
ゑ
て
承
る
な
ら
ば
、
表
Ｉ
の
と
お
り
で
あ
る
。

表
Ｉ
百
姓
一
摸
・
都
市
騒
擾
の
件
数
及
び
頻
度

天文文享寛天安 年
号
一
年
数
一
件
数
一
頻
度
（
／
年
）

保政化和政明永

一
一
一
撲
一
騒
擾
一
一
撲
一
騒

九
一
七
一
一

八
二
三
三

一
二
一
四
五

一
日
一
』
州
》
’

一
四
一

一
○
四

一
一
一五

一
○

三
四

一
○
一

七
・
九
一

二
九
・
一

一
一
一
●
一

一
二
・
○

一
五
一
雌
一

三
一
・
八

一
●
一
ハ

一
三
・
○

一
・
○

一
・
七

○
・
七

二
・
八

七
・
二
Ｉ

優’
’

’



そ
れ
で
は
彼
は
現
実
の
動
き
の
中
の
民
衆
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
で
あ
ろ

う
か
。
播
磨
一
摸
の
中
の
民
衆
の
評
価
を
通
じ
て
そ
れ
を
見
て
み
た
い
と
思

宏
ｈ
ノ
。

天
保
四
年
の
播
磨
一
摸
は
、
凶
作
の
た
め
端
境
期
に
入
り
「
す
Ｌ
ぎ
合
難
相

成
」
く
な
っ
た
水
呑
百
姓
た
ち
が
、
「
此
節
一
統
難
渋
二
付
買
返
度
と
相
談
候

処
、
一
切
間
入
不
申
」
「
国
々
余
程
い
た
承
二
相
成
」
る
こ
と
を
省
み
ず
、
買

占
め
・
大
坂
市
場
に
む
け
て
の
川
下
げ
の
強
行
を
行
っ
た
「
高
砂
湊
へ
米
穀
川

下
致
候
者
」
Ｉ
加
古
川
筋
の
米
屋
・
酒
屋
・
川
船
問
屋
に
対
し
て
打
段
し
を
か

（
⑫
）

け
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
全
国
的
に
拡
が
っ
て
お
り
、
様
堂
の
記
録
に
も
山
形
藩

か
ら
の
幕
府
へ
の
伺
い
に
は
「
他
領
百
姓
入
来
、
米
屋
な
ど
打
破
に
付
、
鉄
砲

（
蝿
）

打
払
、
時
宜
に
よ
り
玉
込
相
用
度
候
。
」
と
あ
り
、
ま
た
美
濃
の
百
姓
一
摸
で

は
幕
府
の
代
官
所
が
包
囲
さ
れ
尾
張
藩
の
援
兵
も
一
撲
勢
に
追
い
帰
さ
れ
、
桑

名
藩
の
援
兵
の
激
し
い
銃
撃
で
よ
う
や
く
撃
退
し
た
よ
う
す
が
記
録
さ
れ
て
い

（
判
）

る
。
「
他
領
百
姓
入
来
」
と
い
う
よ
う
に
、
広
域
化
し
米
商
人
・
代
官
所
が
襲

撃
さ
れ
藩
兵
の
鉄
砲
の
力
で
よ
う
や
く
鎮
圧
す
る
な
ど
世
直
し
状
況
が
顕
在
化

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
播
磨
一
摸
の
参
加
者
た
ち
は
、
「
天
下
太
平
我

等
生
命
者
為
万
民
」
「
為
万
人
捨
命
」
と
書
い
た
旗
・
幟
を
立
て
て
、
鎮
圧
に

向
っ
た
姫
路
藩
・
小
野
藩
の
藩
兵
に
立
ち
向
か
い
、
「
ま
さ
か
り
を
打
ふ
り
て

大
音
上
て
言
は
ふ
、
我
一
命
す
て
て
諸
命
ヲ
す
く
う
也
、
何
者
な
れ
〈
先
邪
魔

す
る
ぞ
．
…
：
我
先
二
と
得
者
ノ
、
を
打
ふ
り
て
、
恐
お
ふ
く
も
御
役
所
御
幕
ミ

（
妬
）

ち
ん
ニ
ち
ぎ
り
て
失
二
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
万
人
の
為
」
「
我
一
命
を

捨
て
て
諸
命
ヲ
す
く
う
」
反
体
制
的
・
革
命
的
性
格
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い

プ
（
》
０

こ
の
よ
う
な
一
撲
勢
に
対
し
て
、
慌
堂
は
「
非
民
叛
賊
」
「
賊
」
と
批
判
的

（
妬
）

に
見
て
い
る
。

カ
ラ
ン

同
時
に
、
「
本
年
関
左
中
山
Ｔ
Ⅱ
関
東
・
中
仙
道
）
無
二
秋
稼
一
・
、
近
日
都

タ
リ
（
”
）

下
、
五
合
米
百
銭
、
人
情
恂
宝
」
と
「
五
合
」
の
米
を
買
う
層
、
す
な
わ
ち

そ
の
日
暮
し
の
都
市
下
層
民
の
「
人
情
」
の
動
向
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て

（
岨
）

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
を
「
殆
ど
天
明
三
年
癸
卯
の
如
し
」
「
天
明
丙
午
（
Ⅱ

（
ぬ
）

六
年
）
に
曽
て
之
れ
有
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
寛
政
改
革
直
前
の
社
会
情
勢
と

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
樵
堂
は
、
こ
の
よ
う
な
危
機
を
克
服
す
る
「
自
ら
新
た
に
な
る

民
」
を
ど
こ
に
見
出
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
播
磨
大
一
摸
に
関
わ
っ
た

も
う
一
つ
の
民
衆
の
あ
り
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

（
一
撲
勢
の
参
加
催
促
に
対
し
て
）
此
の
村
々
返
書
二
申
越
候
者
、
御
申

之
通
り
古
米
無
し
之
、
新
米
時
二
御
座
候
処
、
銘
々
村
々
〈
相
応
二
手
当

も
仕
居
二
付
、
水
呑
小
者
二
至
迄
、
珈
も
其
態
（
Ｉ
水
呑
百
姓
之
内
、
速

（
卵
）

も
す
き
り
へ
難
相
成
）
無
し
之

と
、
「
相
応
二
手
当
」
Ｉ
飢
饅
対
策
を
し
て
、
水
呑
小
者
ま
で
含
め
て
「
銘
々

村
ご
Ｉ
自
己
の
生
活
共
同
体
を
維
持
し
飢
饅
の
乗
り
切
り
を
計
っ
て
い
る
姿

で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
一
撲
勢
が
村
々
に
せ
ま
っ
て
来
る
と
、

下
加
古
川
川
上
ヲ
こ
ぽ
ち
候
者
も
向
に
恐
ル
気
立
て
無
し
之
、
右
二
付
御

領
分
之
百
姓
へ
御
下
知
有
し
之
、
百
石
二
付
拾
人
シ
、
随
分
達
者
成
者
火

急
一
一
可
二
指
出
一
、
勿
論
百
姓
庄
屋
指
添
、
悪
党
共
無
二
会
釈
一
打
留
可
レ
申

趣
被
二
仰
渡
渉
候
故
、
他
領
之
役
人
沙
は
姫
路
之
百
姓
強
、
然
し
共
百
姓
拾

へ
劃
）

七
人
大
怪
我

其
翌
日
十
四
日
、
又
を
小
野
表
へ
お
し
寄
来
ル
由
風
ゼ
ッ
有
之
、
：
：
：
貝Ｉ

七



領
分
中
十
五
才
よ
り
五
十
才
迄
の
者
共
小
野
へ
加
勢
可
致
候
様
被
仰
渡
、

（
兜
）

依
て
皆
々
広
小
路
へ
依
来
ル
。
依
て
当
社
中
者
共
御
加
勢
二
出
也
。

と
い
う
よ
う
に
、
藩
か
ら
の
加
勢
の
要
請
に
応
じ
て
一
撲
勢
の
鎮
圧
に
向
っ
た

「
随
分
達
者
成
者
」
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
心
に
は
、
「
庄
屋
」
「
当

社
中
者
共
」
と
い
う
よ
う
に
、
村
落
の
指
導
者
層
が
お
り
、
か
れ
ら
が
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
彼
ら
「
随
分
達
者
成
者
」
た
ち
は
、
「
誠
に
大
騒
動

二
御
座
候
、
一
柳
様
御
防
キ
役
人
衆
散
々
’
一
討
な
さ
れ
候
様
子
、
百
姓
一
摸
と

申
者
一
一
も
無
之
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
藩
兵
の
力
で
は
防
ぎ
き
れ
な
い
激
し
い

（
鍋
）

闘
争
を
行
な
う
一
撲
勢
を
相
手
に
、
「
他
領
之
役
人
方
は
姫
路
之
百
姓
強
」
と

評
せ
ら
れ
る
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
百
姓
の
あ
り
方
は
、
天
保
七
年
八
月
の
甲
斐
の
郡
内
騒
動
に
お

い
て
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
は
．
撲
来
ら
ぱ
一
命
を
捨
て
、
彼
首

魁
の
首
を
か
き
、
凶
賊
を
一
人
に
て
も
殺
さ
（
、
是
天
道
へ
奉
公
な
ら
ん
、
よ

し
そ
れ
と
て
も
彼
強
敵
の
一
刀
の
さ
び
と
な
る
共
、
生
て
不
義
に
汚
る
皇
よ
り

死
し
て
忠
義
を
遂
る
こ
そ
本
意
な
れ
ば
、
馴
報
恩
謝
徳
な
る
べ
し
、
是
ぞ
あ
の

世
の
よ
き
ミ
や
げ
な
ら
ん
と
、
窃
に
五
人
は
う
な
づ
き
合
て
、
寄
来
る
敵
を
待

（
“
）

居
た
」
る
百
姓
の
姿
が
え
が
か
れ
て
い
る
。

棟
堂
は
こ
の
よ
う
な
民
衆
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
飢
鰹
に
対
し
て
村
総
ぐ
る

み
で
対
処
し
「
銘
々
村
々
」
を
守
り
、
ま
た
一
撲
勢
が
村
に
迫
れ
ば
、
藩
兵
よ

り
も
勇
敢
に
戦
い
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
「
随
分
達
者
成
者
」
を
「
民
の
驍
勇
な
る

（
弱
）

も
の
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
僚
堂
は
民
衆
を
「
非
民
叛
賊
」
と
「
鼎
勇
な
る
民
」
の
二
類

型
で
把
え
、
後
者
を
評
価
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
松
崎
嫌
堂
の
描
く
理
想
的
民
衆
像
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
す
で
に
、
棟
堂
は
自
己
を
「
老
農
」
と
意
識
し
、
ま
た
一
摸
の
中
か
ら

「
醗
勇
な
る
民
」
を
見
出
し
て
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
具
体

像
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

松
崎
慌
堂
は
天
保
二
年
に
青
柳
文
蔵
の
依
頼
で
「
青
柳
文
庫
記
」
「
青
柳
倉

（
妬
）

記
」
を
書
い
て
い
る
。
青
柳
文
蔵
は
江
戸
で
公
事
師
（
訴
訟
手
続
を
代
理
す
る

（
暁
）

者
、
現
代
の
弁
護
士
に
相
当
す
る
）
を
業
と
し
、
そ
の
蓄
え
た
金
と
書
籍
を
寄

贈
し
、
出
身
地
の
仙
台
に
青
柳
文
庫
を
設
立
し
、
ま
た
故
郷
松
川
に
青
柳
倉

Ｉ
義
倉
を
造
っ
た
。
こ
れ
を
記
念
す
る
石
碑
の
依
頼
を
受
け
た
嫌
堂
は
文
蔵
を

一
手
／

ヲ
シ
ヲ
ル
ノ
／
ヒ
ニ
シ
テ
ヲ

「
処
士
以
二
二
万
余
巻
之
害
、
千
金
之
資
一
、
施
二
之
於
不
し
報
之
地
一
、
而
不
二
之

セ
テ
サ
シ
メ
ン
ト
ス
ヲ
二
チ
モ
ト
ラ
ク
公
ル
〈
ス

斬
惜
一
、
以
成
一
士
子
之
志
於
後
世
一
、
則
雌
二
君
子
一
、
亦
恐
不
し
能
し
為
已
。

々
キ
テ
黄
ル
（
昭
）

此
レ
余
之
所
引
以
益
驚
而
嘆
一
也
・
」
と
賞
賛
し
、
か
つ
自
己
の
考
え
る
理
想
的

民
衆
像
を
仮
託
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ゲ
ヲ
テ
サ
ン

こ
の
義
倉
の
目
的
は
〃
「
毎
石
挙
二
息
若
干
一
、
以
給
下
文
庫
之
修
理
撚
業
者
之

卜
ニ

ル
ハ

ス
ル

館
穀
、
与
甲
東
山
之
貧
者
病
者
之
不
上
し
能
二
自
活
自
薬
一
」
こ
と
に
あ
る
。
そ
し

二
キ
ノ
ミ
ニ
ア
ラ

モ
ル
０
ト

レ
ソ

て
ま
た
「
不
三
但
無
二
楽
歳
倍
称
貸
食
之
困
一
、
雌
し
有
二
大
侵
一
、
亦
免
二
流
離

ヲ

耗
散
之
惨
一
」
と
い
う
よ
う
に
、
飢
饅
に
備
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し

ノ

て
こ
の
義
倉
を
設
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
与
二
臣
父
之
宗
族
故
旧
隣
里
郷
党
一
、
倶

ノ
『
フ

同
二
其
利
一
」
く
し
、
松
川
を
「
大
国
東
北
之
一
楽
士
」
と
し
た
い
と
述
べ
て
い

（
弱
）

プ
（
》
Ｏ

ま
た
、
尊
徳
仕
方
で
関
東
農
村
の
荒
廃
の
再
建
に
あ
た
っ
て
い
た
二
宮
金
次

郎
を
僚
堂
は
、
「
己
れ
を
節
し
」
「
人
に
産
を
立
て
さ
せ
る
」
こ
と
を
も
っ
て
子

孫
の
地
Ｉ
子
孫
繁
栄
の
基
礎
と
考
え
、
「
産
を
立
て
る
の
道
」
を
論
ず
者
と
評

（
釦
）

価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
故
旧
隣
里
郷
党
」
に
お
い
て
自
他
と
も
に
栄
え

る
こ
と
を
子
孫
繁
栄
の
基
礎
と
し
、
自
己
の
共
同
体
を
「
楽
士
」
と
す
る
考
え

七
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（
団
）

方
は
、
下
野
真
岡
の
塚
田
兵
右
衛
門
家
の
天
保
十
四
年
の
「
覚
書
」
に
も
見
ら

れ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
高
利
を
貧
ら
ず
」
金
銀
を
「
我
宝
に
の
み
せ
ん
と
欲
す

る
」
こ
と
な
く
「
先
々
利
潤
に
相
成
候
様
」
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
共
栄
の

道
を
計
り
、
「
辺
鄙
之
士
地
に
至
る
迄
、
今
日
之
弁
用
差
支
ひ
な
き
」
よ
う
に

し
た
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
隠
徳
を
亘
寿
の
中
に
施
」
し

て
子
孫
繁
栄
の
基
礎
を
作
る
こ
と
で
あ
る
と
も
に
、
「
国
恩
を
報
る
」
こ
と
Ｉ

在
村
的
・
民
衆
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
繁
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
覚

的
に
共
栄
の
道
を
求
め
る
豪
農
層
を
樵
堂
は
「
新
民
」
の
主
体
者
Ⅱ
理
想
的
民

衆
の
あ
り
方
と
考
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
襟
堂
は
自
ら
を
「
老
農
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、

そ
れ
は
こ
こ
で
見
た
「
民
の
驍
勇
な
る
も
の
」
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
民
衆
を
率

い
天
保
の
飢
僅
か
ら
村
落
を
守
り
抜
く
村
落
の
名
望
家
層
と
重
な
る
も
の
と
言

え
よ
う
。

五
、
お
わ
り
に

ｌ
「
天
賦
人
権
」
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
１

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
松
崎
樵
堂
は
「
新
民
」
を
「
民
が
自
ら
新
た
に
な

る
」
と
解
釈
し
、
そ
の
主
体
を
村
落
名
望
家
層
に
見
出
し
て
い
る
。

最
後
に
、
棟
堂
の
「
新
民
」
解
釈
と
「
天
賦
人
権
」
思
想
と
の
関
連
を
述
べ

て
本
論
を
終
わ
り
た
い
と
思
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
樵
堂
の
儒
学
理
解
は
朱
子
学
を
、
ヘ
ー
ス
に
し
て
お

り
、
そ
れ
の
批
判
的
克
服
過
程
に
お
い
て
「
新
民
」
解
釈
は
生
象
だ
さ
れ
て
き

た
。
と
こ
ろ
で
朱
子
学
に
お
い
て
は
「
他
者
へ
の
働
き
か
け
」
の
原
理
が
欠
如

し
て
お
り
、
民
衆
の
側
に
も
「
働
き
か
け
」
を
受
け
る
受
け
手
と
し
て
の
主
体

性
の
留
保
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
為
政
論
は
「
治
於
人
者
食
人
、
治
人

者
食
於
人
」
の
義
（
孟
子
縢
文
公
篇
上
）
を
踏
ま
え
て
「
義
合
」
の
関
係
に
お

い
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
樵
堂
は
「
今
士
大
夫
タ
ル
モ
ノ
：
：
：

ハ
レ
ル
ニ
ム
ヲ
（
“
）

所
謂
養
一
於
人
一
者
治
レ
人
ノ
義
ヲ
失
う
」
と
現
実
の
支
配
関
係
に
お
い
て
「
義

合
」
が
成
立
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
「
道
一
ニ
ッ
レ
タ
ル
人

（
“
）

ナ
」
い
被
支
配
身
分
の
民
衆
の
主
体
性
・
「
性
命
」
が
士
大
夫
Ⅱ
支
配
身
分
の

そ
れ
と
等
質
な
い
し
は
よ
り
本
質
的
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。

レ
ノ
ス

ヲ
や
フ
ル
二
一
一
テ
シ
ヲ

し
た
が
っ
て
僚
堂
は
「
夫
天
降
二
斯
民
一
也
、
与
レ
之
以
二
至
霊
至
明
之
性
命
一
、

ス

ル
ハ
ト
チ
ユ
ル
ナ
リ
二
（
“
）

為
二
万
物
之
長
一
。
：
…
・
将
聖
賢
達
者
之
為
し
伍
、
則
斯
民
之
報
二
天
徳
一
・
」
と

い
う
よ
う
に
、
「
斯
民
」
に
「
聖
賢
達
者
の
伍
と
な
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

む
し
ろ
積
極
的
に
「
聖
賢
達
者
の
伍
と
な
る
」
こ
と
が
「
斯
民
の
天
徳
に
報
い

る
」
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
「
聖
賢
達
者
の
伍
と
な
る
」
こ
と
を
直
ち
に
「
為

政
」
と
置
き
換
え
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
「
天
か
ら
降
さ
れ
た
」

Ⅱ
天
賦
の
「
至
霊
至
明
之
性
命
」
が
「
自
ら
新
た
に
な
る
」
民
の
主
体
性
の
本

源
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
天
賦
人
権
」
思
想
と
極
め
て
近
い
位
置

に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
柤
侠
的
「
作
為
」
性
に

立
脚
し
た
も
の
で
は
な
く
、
朱
子
学
的
「
性
命
」
観
の
意
味
内
容
の
転
換
の
上

に
展
開
さ
れ
た
「
自
然
」
性
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
民
衆
観
・
性
命
観
を
踏
ま
え
て
嫌
堂
が
い
か
な
る
為
政
論
を
構

想
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
次
の
課
題
に
な
る
が
、
紙
数
も
な
い
の
で
、
稿

を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

那
汪

（
１
）
『
当
世
名
家
評
判
記
前
編
巻
之
上
』
（
『
日
本
儒
林
叢
書
』
巻
三
所

七
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収
）
及
び
『
様
堂
日
歴
』
天
保
三
年
二
月
七
日
の
条
、
参
照
。

（
２
）
横
井
小
楠
『
遊
学
雑
志
』
天
保
十
年
五
月
二
十
八
日
の
条
、
吉
田
松

陰
「
嘉
永
六
年
九
月
十
五
日
兄
杉
梅
太
郎
宛
書
簡
」

（
３
）
重
野
安
緯
「
学
問
は
遂
に
考
証
に
帰
す
」
（
明
治
二
三
年
三
月
東
京

学
士
会
院
講
演
、
『
東
京
学
士
会
院
雑
誌
』
第
三
一
編
五
号
）

（
４
）
丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
二
九
九
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
『
慌
堂
全
集
』
巻
八
、
所
収
。

（
６
）
「
戊
辰
五
月
掛
川
学
ニ
テ
上
グ
」
（
慶
応
義
塾
大
学
付
属
研
究
所
斯

道
文
庫
蔵
松
崎
僚
堂
『
掛
川
学
問
所
』
、
所
収
。
）

（
７
）
同
上
。

（
８
）
同
上
。

（
９
）
『
接
鮮
伍
語
」
下
、
二
六
丁
裏
’
二
七
丁
裏
。
（
『
慌
堂
全
集
』
巻
二

三
、
所
収
。
）

（
Ⅲ
）
注
（
６
）
同
。

（
Ⅱ
）
『
嫌
堂
日
歴
』
天
保
五
年
十
二
月
朔
日
の
条
。

（
吃
）
『
同
上
』
文
政
六
年
十
二
月
晦
の
条
・

（
Ｂ
）
『
同
上
』
天
保
五
年
六
月
二
日
の
条
。

（
Ｍ
）
『
同
上
』
天
保
四
年
十
二
月
二
十
日
の
条
。
原
漢
文
、
読
玖
下
し
は

筆
者
の
責
に
お
い
て
行
っ
た
以
後
同
様
。

（
旧
）
『
同
上
』
天
保
五
年
六
月
十
四
日
の
条
・

（
焔
）
『
同
上
』
天
保
六
年
二
月
二
十
五
日
の
条
。

（
Ⅳ
）
『
同
上
』
天
保
五
年
七
月
四
日
・
六
日
の
条
・

（
岨
）
「
明
徳
」
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
考
証
学
派
の
歴
史
的
位
置

中
国
考
証
学
と
の
関
連
を
中
心
に
し
て
」
（
未
発
表
）
に
お
い
て
論
じ

た
の
で
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

（
岨
）
『
唐
開
成
石
経
十
三
経
』
は
天
保
五
’
八
年
に
出
刻
さ
れ
た
。

（
別
）
島
田
虚
次
『
中
国
古
典
選
大
学
・
中
庸
』
文
庫
版
下
巻
、
八
五
ペ

ー
ジ
。

（
劃
）
朱
嘉
『
大
学
章
句
』
伝
二
章
注
。

（
理
）
朱
葺
『
大
学
章
句
』
経
文
注
。

（
閉
）
朱
嘉
『
大
学
或
問
』
倭
版
、
六
丁
裏
（
『
近
世
漢
籍
叢
刊
』
中
文
出

版
社
、
所
収
。
）

（
型
）
『
同
上
』
、
八
丁
裏
’
九
丁
表
。

（
妬
）
山
崎
闇
斎
『
大
学
垂
加
先
生
講
義
』
、
『
日
本
思
想
大
系
山
崎
閤
斎

学
派
』
二
八
ペ
ー
ジ
。

（
妬
）
『
同
上
』
、
五
○
’
五
一
ペ
ー
ジ
。

（
〃
）
荻
生
沮
侠
『
祖
侠
先
生
答
間
書
』
下
巻
『
荻
生
柤
棟
全
集
（
み
す
ず

版
）
』
第
一
巻
、
四
七
四
ペ
ー
ジ
。

（
記
）
荻
生
沮
侠
『
大
学
解
』
二
六
ペ
ー
ジ
、
『
四
書
註
釈
全
書
大
学
篇
』
、

所
収
。

（
羽
）
『
同
上
』

（
洲
）
荻
生
沮
侠
『
政
談
』
、
『
日
本
思
想
大
系
荻
生
柤
侠
』
二
七
八
ペ
ー

ジ
。

（
瓠
）
『
同
上
』
、
三
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
塊
）
『
同
上
』
、
二
八
四
’
二
八
五
ペ
ー
ジ
。

（
羽
）
『
同
上
』
、
二
九
六
ペ
ー
ジ
。

（
別
）
島
田
虚
次
『
中
国
文
明
選
王
陽
明
』
解
説
、
一
三
ペ
ー
ジ
、
参

昭
偲

七
六



（
弱
）
拙
稿
「
日
本
考
証
学
に
お
け
る
学
問
論
と
為
政
論
」
、
『
日
本
学
誌
』

（
啓
明
大
学
校
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
）
第
四
輯
、
参
照
。

（
弱
）
松
崎
嫌
堂
『
大
学
章
句
』
伝
二
章
書
入
れ
、
（
斯
道
文
庫
蔵
松
崎

樵
堂
自
筆
書
入
本
『
大
学
章
句
』
）

（
師
）
同
上
。

（
胡
）
同
上
。

（
羽
）
青
木
虹
二
『
百
姓
一
摸
総
合
年
表
』
（
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
）
、

二
八
’
三
二
ペ
ー
ジ
の
表
一
を
も
と
に
作
成
。

（
㈹
）
大
口
勇
次
郎
「
天
保
期
の
性
格
」
、
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
近
世
四
』
、

昭
和
五
一
年
、
及
び
青
木
美
智
男
「
天
保
一
撲
論
」
、
『
講
座
日
本
近

世
史
六
』
、
有
斐
閣
、
昭
和
五
六
年
、
参
照
。

（
虹
）
注
（
胡
）
に
同
じ
。

（
蛇
）
「
本
町
三
丁
目
近
江
屋
此
外
へ
上
方
問
屋
が
本
町
問
屋
中
へ
申
来
」
、

青
木
虹
二
編
『
編
年
百
姓
一
摸
史
料
集
成
』
第
十
二
巻
、
（
以
後
ヨ

摸
史
料
』
と
略
す
）
三
一
書
房
、
昭
和
五
九
年
、
五
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
蝿
）
『
樵
堂
日
歴
』
天
保
四
年
八
月
十
日
の
条
・

（
“
）
『
同
上
』
天
保
六
年
二
月
二
十
五
日
の
条
。

（
妬
）
「
天
保
動
乱
記
実
録
」
、
ヨ
摸
史
料
』
、
五
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
蛸
）
『
襟
堂
日
歴
』
天
保
四
年
十
月
十
二
日
の
条
。

（
“
）
『
同
上
』
天
保
四
年
九
月
二
十
日
の
条
・

（
妃
）
『
同
上
』
天
保
四
年
十
月
二
十
八
日
の
条
。

（
卿
）
『
同
上
』
天
保
七
年
八
月
六
日
の
条
。

（
別
）
「
天
保
四
癸
巳
九
月
十
一
日
始
播
州
一
撲
之
次
第
御
公
儀
様
之
御
届

ヶ
書
写
之
」
、
野
村
兼
太
郎
『
近
世
社
会
経
済
史
研
究
』
、
青
木
書
店
、

昭
和
二
三
年
、
所
収
。

（
副
）
「
当
九
月
十
一
日
播
渤
多
賀
郡
」
、
『
一
摸
史
料
』
、
五
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
記
）
「
天
保
動
乱
記
実
録
」
、
『
一
摸
史
料
』
、
五
六
七
ペ
ー
ジ
。

（
弱
）
「
本
町
三
丁
目
近
江
屋
此
外
へ
上
方
問
屋
か
本
町
問
屋
中
へ
申
来
」
、

『
一
摸
史
料
』
五
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
別
）
『
峡
陽
来
書
』
、
『
未
刊
随
筆
百
種
』
第
十
二
巻
、
二
○
三
。
ヘ
ー
ジ
。

（
閃
）
注
（
妬
）
に
同
じ
。

（
稲
）
い
ず
れ
も
『
慌
堂
全
集
』
巻
三
、
所
収
。

（
師
）
塚
本
松
之
助
「
青
柳
文
蔵
伝
」
、
『
東
洋
文
化
』
五
九
号
、
昭
和
四

年
、
参
照
。

（
兇
）
前
掲
「
青
柳
文
庫
記
」
。

（
開
）
前
掲
「
青
柳
倉
記
」
。

（
帥
）
『
様
堂
日
歴
』
天
保
十
年
九
月
七
日
の
条
。

（
例
）
『
栃
木
県
史
史
料
篇
近
世
三
』
、
七
九
六
ペ
ー
ジ
、
所
収
。

（
舵
）
注
（
蛆
）
に
同
じ
。

（
㈱
）
同
上
。

（
則
）
「
与
安
先
生
書
」
、
『
棟
堂
全
集
』
巻
六
、
所
収
。

（
筑
波
大
学
大
学
院
・
院
生
）

七
七


